
再生可能エネルギー関連人材育成支援事業の要件の変更について

対象となる事業

補助金額の算定方法

【県補助併用の場合】

従 来 今年度～

補助対象経費の算定 研修等の費用－県等の補助額 研修等の費用全額
（県等の補助額は考慮しない）

補助率
補助対象経費
１／２

補助対象経費

１／４

１社あたりの
補助上限

制限なし １００万円

市内企業や誘致企業が取り組む、社員の風力発電等の関連資格（GWO訓練や電気主任技術者など）の新規取得のみ
が対象となり、資格の更新に伴うものは補助対象外となります。
ただし、転職後、初めて資格を更新する場合は補助金の交付対象となります。

経費負担のイメージ

従来

秋田県補助
（全体の１／２）

市補助（全体の１／４）

自己負担（１／４）

市補助
（全体の１／２）

自己負担（１／２）

【市補助単独の場合】
今年度～

【県補助併用の場合】

秋田県補助
（全体の１／２）

市補助（全体の１／４）

自己負担（１／４）

市補助
（全体の１／４）

自己負担（３／４）

【市補助単独の場合】

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日
新エネルギー産業推進室


